
 

答申第５２号 

 

答     申 

 

第１ 審査会の結論 

宮城県知事は，本件異議申立ての対象となった部分開示決定において開示しない

こととした部分のうち，別表１及び２に掲げた情報を開示すべきである。 

また，宮城県知事は，刑事確定訴訟記録の写しを，情報公開条例第２章に定める

開示請求の規定が適用されない行政文書として取り扱うべきである。 

 

第２ 異議申立てに至る経過 

１ 異議申立人は，情報公開条例（情報公開条例の一部を改正する条例（平成14年

宮城県条例第60号）による改正前のもの。以下「条例」という。）第４条の規定

に基づき，宮城県知事（以下「実施機関」という。）に対し，平成13年８月10日，

「宮城県の公共事業入札妨害に関する宮城県の調査についての以下の資料 

１ 調査目的 

２ 調査機関及び構成のすべて 

３ 調査内容のすべて 

４ 調査結果のすべて 

５ その他関係資料のすべて」 

について，開示の請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関は，本件開示請求に対応する行政文書として，次のもの（以下「本件

行政文書」という。）を特定した。 

 

ａ 「公共工事に関する特別調査（基本方針）」，各部長あて通知，本人あて通知 

ｂ 刑事確定訴訟記録写し 

ｃ 聴き取り対象者一覧表  

ｄ 工事一覧表 

ｅ 「公共工事に関する聴き取り調査項目について」 

ｆ 「聴き取り回答票」 

ｇ 集計表 

ｈ 「公共工事に関する聴き取り回答票（第二回目）」 

ｉ 「公共工事に関する聴き取り回答票（第一次聴き取りに基づく再調査）」 

 

その上で，実施機関は，本件行政文書のうち，ａ，ｄ及びｅについては開示し，
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ｂについては開示せず，ｃ及びｆからｉまでについては一部を除いて開示すると

する部分開示決定（以下「本件処分」という。）を行い，平成13年９月７日，一部

を開示しない理由を次のとおり付して，異議申立人に通知した。 

 

(1) 条例第８条第１項第１号に該当する。 

「刑事確定訴訟記録は，法令の規定により，公開することができないとされて

いる情報に該当する。 

刑事確定訴訟記録法（昭和62年法律第64号）は，保管記録の閲覧を保管検察

官の処分によるものとし，開示・非開示の要件，開示の手続，不服がある場合

の手続等について，自己完結的に規定している。 

したがって，刑事事件記録の閲覧・謄写を許可された行政機関が，当該記録

を開示することは，同法の趣旨・目的に反することになる。」 

 

(2) 条例第８条第１項第２号に該当する。 

「特定の個人が識別され，又は識別され得る情報が含まれている。このうち，

民間人の氏名等は，ただし書イ（公表情報），ただし書ロ（公務遂行情報）のい

ずれにも該当しないため，第２号に該当する。」 

 

(3) 条例第８条第１項第３号に該当する。 

「特定の法人等が識別され，又は識別され得る情報が含まれている。こうした

情報が，事実確認ができないままに開示されると，当該法人等が行った行為が

客観的事実であるとの誤解を招くおそれがあり，当該法人等の社会的評価が損

なわれると認められる。」 

 

(4) 条例第８条第１項第７号に該当する。 

「特定の個人，法人等が識別され，又は識別され得る情報が含まれている。 

今回の調査は，職員に事実を述べてもらうため，職員の所属，職，氏名，聴取

した第三者の個人名や法人名等について公開しない前提で実施したものである

が，この種の調査は，こうした条件があってはじめて，実態の把握が可能とな

るものである。 

したがって，事後であっても，当該情報を開示することになれば，今後同種

の調査を行う場合に調査の円滑な実施が困難になり，調査の目的が達成できな

くなる。」 

 

３ 異議申立人は，平成13年９月21日，行政不服審査法（昭和37年法律第160号）

第６条の規定により，本件処分を不服として，実施機関に対し，異議申立てを行

った。 
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第３ 異議申立人の主張要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

異議申立ての趣旨は，本件処分の取消しを求めるというものである。 

 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人が異議申立書で主張している異議申立ての内容は，おおむね次のと

おりである。 

 

異議申立てに係る処分は開示不十分であり，違法，不当である。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関が理由説明書及び審査会における意見陳述で説明している内容を総合す

ると，おおむね次のとおりである。 

 

１ 刑事確定訴訟記録写しについて 

刑事確定訴訟記録法（昭和62年法律第64号）は，刑事確定訴訟記録の閲覧を保

管検察官の処分によるものとし，開示・非開示の要件，開示の手続，不服がある

場合の手続等について，自己完結的に規定している。 

したがって，刑事確定訴訟記録の閲覧・謄写を許可された行政機関が，当該記

録の写しを開示することは，刑事確定訴訟記録法の趣旨・目的に反することにな

り，本件文書は法令の規定により公開することができないとされている情報に該

当する。 

以上から，条例第８条第１項第１号を根拠として全部非開示とした。 

 

２ 聴き取り対象者一覧表（本件行政文書ｃ）について 

本件行政文書ｃには，調査対象職員の現在の所属，職名，氏名及び調査対象期

間である平成９年度から12年度までに在籍した公共工事所管部署の所属，職名が

記録されているが，これらの情報は職員の公務遂行情報に当たることから開示し

ている。 

他方，本件行政文書ｆないしｉにおいては，第一次調査と第二次調査との相関

関係を明らかにするため，職員の全体番号は開示している。 

このため，本件行政文書ｃに記録された全体番号を開示すると，どの職員がど

のような回答をしたか（働きかけを受けたか否か，それに応じたか否か等）がす

べて明らかになってしまう。 

以上から，条例第８条第１項第７号を根拠として，本件行政文書ｃに記録され

た職員の全体番号を非開示とした。 
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３ 「聴き取り回答票」「公共工事に関する聴き取り回答票（第二回目）」及び「公

共工事に関する聴き取り回答票（第一次聴き取りに基づく再調査）」（本件行政文

書ｆ，ｈ，ｉ）について 

 

(1) 「調査対象職員の現在の所属，職名，氏名及び調査対象期間内に在籍した部署

の所属，職名」「調査対象職員の所属が推認される程度に具体的な地区名，工事

名」その他特定の調査対象職員が識別され得る情報，及び「政治家の氏名，選挙

区の地区名」等特定の政治家が識別され得る情報について 

 

本件行政文書ｆ，ｈ，ｉには，聴取対象職員が回答した内容として，働きかけ

を受けた相手方，働きかけの対象となった業者名，工事名，働きかけがあった状

況等が記録されている。 

イ 「公共工事に関する特別調査」（以下「本件調査」という。）は，職員に事実

を述べてもらうため，職員の所属，職，氏名，聴取した第三者の個人名や法人

名等について公開しない前提で実施したものであり，この種の調査は，こうし

た条件があってはじめて実態の把握が可能となるものである。したがって，事

後であっても，公開しない前提で聴取した情報を開示することになれば，同種

の調査を行う場合に調査の円滑な実施が困難になり，調査の目的が達成できな

くなる。 

ロ 何らかの不祥事等に対し，自浄努力として県が実効性のある再発防止策等を

講じるためには，実態を正確に把握することが必要不可欠である。この種の内

部調査は，捜査権限のない県としては，実態を把握するために唯一有効な方法

であり，他にこれを補い得る有効な手立てはない。 

ハ 本件行政文書ｃないしｉの中には，実際に働きかけを受け，これに応じたこ

とを認める内容のものも含まれているが，これは，回答内容が開示されないこ

とを前提として聴取対象職員が任意に回答したものと考えられる。 

ニ 職員の倫理的な義務はともかく，実際に職員が述べた内容の真偽を判断する

材料が他にない以上，調査の実効性が担保できないことは，抽象的な危惧に止

まらず，以後の県政運営に重大な支障を及ぼすものである。 

ホ 本件処分は，職員と知事との約束を根拠に一律に非開示としたものではなく，

県民の知る権利を尊重すべく，条例の原則公開の理念に照らして，現実に具体

的な支障が予想される情報を除き，最大限開示したものである。 

ヘ 事業名，工事名及び地区名等についても，一律非開示としたものではなく，

特定の個人が識別され得る程度まで具体的な場合に限り非開示としたものであ

る。 

ト 開示・非開示は，あくまでも条例の規定に照らして判断すべきものであり，
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問題性が指摘された行為であるか否か，許容範囲であるか否か等を基準として

判断すべきものではない。 

 

以上から，条例第８条第１項第７号を根拠に以下の情報を非開示とした。 

(イ)調査対象職員の氏名，本件調査時点での所属，職名及び本件調査対象期間

中に在籍した部署の所属，職名 

(ロ)調査対象職員の所属が推認される程度に具体的な地区名，工事名その他特

定の調査対象職員が識別され得る情報 

(ハ)政治家の氏名，選挙区の地区名等特定の政治家が識別され得る情報 

 

(2) 「県職員ＯＢ，法人の従業員の氏名」等，特定の民間人が識別され得る情報 

本件行政文書ｆ，ｈ，ｉに記録された民間人の氏名等は，個人に関する情報で

あって，条例第８条第１項第２号ただし書イ又はロのいずれにも該当しないため，

同項第２号本文に該当する。また，上記(1)と同様の情報でもある。 

以上から，条例第８条第１項第７号及び同項第２号を根拠に，民間人の氏名等

の個人情報を非開示とした。 

 

(3) 「会社名，業界団体名」等，特定の法人等の名称が識別され得る情報 

本件行政文書ｆ，ｈ，ｉに記録された法人等の名称等が，事実確認ができない

ままに開示されると，当該法人等が行った行為が客観的事実であるとの誤解を招

くおそれがあり，当該法人等の社会的評価が損なわれると認められる。また，上

記(1)と同様の情報でもある。 

以上から，条例第８条第１項第７号及び同項第３号を根拠に社会的評価が損な

われると認められる特定の法人等の名称が識別され得る情報を非開示とした。 

 

４ 集計票（本件行政文書ｇ）について 

本件行政文書ｇには，上記３の本件行政文書ｆ，ｈ，ｉに記録された情報が要

約された一覧として記録されている。 

なお，本件行政文書ｇには，聴取対象職員が回答した内容が本件行政文書ｃと

個々に対応する形で記録されているため，本件行政文書ｃに記録された情報と一

致する部分を開示すれば，どの職員がどのような回答をしたかがすべて明らかと

なる。 

以上から，上記３(1)ないし(3)と同様の情報について同様の根拠で非開示とし

た。 

 

第５ 審査会の判断理由 

１ 条例の基本的な考え方について 
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条例は，「地方自治の本旨にのっとり，県民の知る権利を尊重し，行政文書の開

示を請求する権利」を明らかにすることにより，「県政運営の透明性の一層の向上

を図り，もって県の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにすると

ともに，県民による県政の監視と参加の充実を推進し，及び県政に対する県民の

理解と信頼を確保し，公正で開かれた県政の発展に寄与することを目的」として

制定されたものであり，原則公開の理念の下に解釈・運用されなければならない。 

宮城県情報公開審査会（以下「審査会」という。）は，この原則公開の理念に立

って，条例を解釈し，以下判断するものである。 

 

２ 「公共工事に関する特別調査」について 

平成10年に発覚した石巻農林振興事務所における入札妨害事件については，平

成13年４月に，仙台地方裁判所から発注者側の県も関与する談合が恒常化してい

たとの認識が判決の中で示された。 

このため，県では，副知事及び総務部，産業経済部，土木部等の次長，課長の

計13人で調査チームを立ち上げ，平成13年５月14日から同年７月30日までの間，

①平成９年度から平成12年度までに発注した公共工事12,776件に携わった幹部職

員に対して，具体の事業名等を示して第一次調査を実施し（対象者270人），②さ

らに一部職員には第二次調査を実施し（対象者37人），③また，関連する調査測量

設計についても，いわゆる本命業者の推薦等の違法・不当行為がなかったかにつ

いて本件調査を行った。 

なお，事実を述べてもらうため，対象者には，その所属，職名，氏名や，回答

した第三者の会社名や個人名などは公開しないことを前提として，調査を行った。 

本件調査の結果は，「公共工事に関する特別調査報告書」にまとめられ，平成13

年７月31日に公表されたが，本件行政文書は，本件調査に係る一連の文書である。 

 

３ 審議の方法について 

異議申立人は，異議申立書において異議申立ての理由について「開示不十分」

と主張するのみであり，審査会が本件処分に係る実施機関の具体的理由に対する

意見書の提出及び情報公開審査会における意見陳述を求めた際にも，実施機関の

非開示理由に対する個別の反論など具体的な主張はなされなかった。このような

場合，審査会として，どこまで踏み込んで判断しなければならないかという問題

はあるが，実施機関が特に異議申立ての理由不備により請求を却下していないこ

とから，実施機関が主張している個別の非開示理由について検討することとする。 

実施機関は，本件行政文書ｂの「刑事確定訴訟記録写し」（条例第８条第１項第

１号を根拠に非開示）以外の，部分開示とした本件行政文書ｃ，ｆ，ｇ，ｈ及び

ｉについて，条例第８条第１項第７号を非開示理由としており，また，本件行政

文書ｆないしｉについては，条例第８条第１項第７号該当のほか，個人情報につ
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いては同条同項第２号該当を，法人等の情報については同項第３号該当を併せて

非開示理由としている。 

以上のことから，審査会としては，まず，条例第８条第１項第７号の該当性に

ついて検討し，その後，同項第２号及び第３号の該当性について検討し，最後に，

「刑事確定訴訟記録写し」の条例第８条第１項第１号該当性について検討するこ

ととする。 

 

４ 条例第８条第１項第７号の該当性について 

条例第８条第１項第７号は，「県の機関又は国等の機関が行う検査，監査，取締

り，争訟，交渉，渉外，入札，試験その他の事務事業に関する情報であって，当

該事務事業の性質上，公開することにより，当該事務事業若しくは将来の同種の

事務事業の目的が達成できなくなり，又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑

な執行に支障が生ずると認められるもの」に該当する情報が記録されている行政

文書を除き，実施機関は，行政文書の開示をしなければならないと規定している。 

 

本件調査は，実施機関が，平成９年度から平成12年度までに発注した公共工事

に従事した当時の幹部職員に，公共工事の発注等の運用状況及び職員と第三者と

の接触状況等について聴き取り調査を行ったものであるが，調査対象職員への通

知文書には，留意事項として「なお，事実を述べていただくため，聴き取り回答

票のうち，あなたの所属，職名，氏名や，答えていただいた第三者の会社の名前

や個人名などについては，公開しない予定です。」（以下「本件条件」という。）と

明記されている。 

これに関して，実施機関は，本件調査は，職員に事実を述べてもらうため，職

員の所属，職，氏名，聴取した第三者の個人名や法人名等について公開しない前

提で実施したものであり，この種の調査は，本件条件があってはじめて実態の把

握が可能となるものであり，事後であっても，本件条件により公開しないことと

された情報を開示することとなれば，同種の調査を行う場合に調査の円滑な実施

が困難になり，調査の目的が達成できなくなる旨を主張しているので，この点に

ついて検討する。 

本件行政文書を見ると，公共工事の発注等の運用状況及び職員と第三者との接

触状況等について，個人や法人の実名も含め，相当に詳細な状況等が記載されて

いる。異議申立人が主張するように，公開されてもやむを得ないと考えて回答し

た職員がいた可能性は否定できないとしても，回答内容が自らの職務上の不正行

為の告白になることも想定される状況下でのこれら職員の回答内容からすると，

本件条件が，職員が事実を回答するに当たっての大きな後押しとなり得たことは

十分に考えられる。 

そして，不祥事等に関し，県の自浄努力として実効性のある再発防止策等を講
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じるためには，正確な実態を把握することが必要不可欠であることは言うまでも

ないところである。そのため，実施機関が，職員に本件条件を示さなければ，回

答内容が自らの職務上の不正行為の告白になることも想定される状況下で，職員

からの回答により実態を把握するという本件調査の実効性が担保できないと判断

したとしても，やむを得ないと考えられるところであり，このような条件を付す

ることには合理的な理由があったと認められる。審査会としては，強制力をもっ

て真相を追究する権限を有しない県が実態を把握するため，非公開の条件を付し

てこの種の内部調査を行うという手法は，その非公開の理由が合理的なものであ

る限りにおいて，やむを得ないものと考える。 

 

以上検討したとおり，合理的な理由に基づいて本件条件を付した情報について

開示することとなれば，当該条件を前提として回答した職員との間の信頼関係を

損なうこととなり，その結果今後の同種の調査に支障が生じると認められる。 

 

以下，上記の判断を前提として，非開示とされた情報について個別に検討する。 

 

(1) 本件行政文書ｃについて 

本件行政文書ｃのうち実施機関が条例第８条第１項第７号で非開示としている

のは，調査対象職員（本件処分において開示されている。）ごとに付された全体番

号であり，個々の番号と特定の調査対象職員とは一対一で対応している。この番

号は，本件行政文書ｆないしｉにも記載されているが,これらについては，第一次

調査と第二次調査，第一次調査に基づく再調査という相関関係を明らかにするた

めに本件処分において開示されている。このため,本件行政文書ｃに記録された全

体番号を開示すると,その番号に対応する特定の調査対象職員が,本件行政文書ｆ

ないしｉにおいてどのような回答をしたのかが明らかになり,本件条件により公

開しないとされた情報を開示することとなる。 

したがって，本件行政文書ｃに記録された全体番号は，公開することにより今

後の同種の調査に支障が生じると認められることから，条例第８条第１項第７号

に該当し，非開示とすることが適当である。 

 

(2) 本件行政文書ｆないしｉについて 

本件行政文書ｆないしｉのうち実施機関が条例第８条第１項第７号で非開示と

しているのは，以下の情報である。 

イ 調査対象職員の氏名，本件調査時点での所属，職名及び本件調査対象期間中

に在籍した部署の所属，職名 

ロ 調査対象職員の所属が推認される程度に具体的な地区名，工事名その他特定

の調査対象職員が識別され得る情報 
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ハ 政治家の氏名，選挙区の地区名等特定の政治家が識別され得る情報 

ニ 県職員ＯＢ，法人の従業員の氏名等特定の民間人が識別され得る情報 

ホ 会社名，業界団体名等特定の法人，団体の名称が識別され得る情報 

これらの情報は，本件調査の実効性を担保するために事前に付された本件条件

において公開しないこととされている情報そのものであり，その限りにおいては，

公開することにより今後の同種の調査に支障が生じると認められることから，条

例第８条第１項第７号に該当し，非開示とすることが適当である。 

しかし，実施機関が調査対象職員が識別され得ることを理由に非開示とした情

報のうち，ある程度知識のある一般人が最大限調べて知り得る情報を組み合わせ

ても特定の職員が識別され得ない別表１に掲げる情報については，公開しても本

件条件で公開しないこととされている情報を開示したことにはならず，今後の同

種の調査に支障が生じると認められないことから，条例第８条第１項第７号に該

当せず，開示することが適当である。 

また，上記ニ及びホについて，実施機関は条例第８条第１項第７号のほか，そ

れぞれ同項第２号及び第３号を非開示とした根拠としている。この点について検

討すると，①特定の民間人が識別され得ない情報，あるいは②特定の法人等の名

称が識別され得ない情報又は特定の法人等の名称が識別され得る場合であっても，

当該法人等の正当な利益が損なわれると認められない情報については，公開して

も今後の同種の調査に支障が生じると認められないことから，条例第８条第１項

第７号に該当せず，開示することが適当である。 

したがって，個人情報及び法人等の情報については，以下において，条例第８

条第１項第２号該当性及び同項第３号該当性を検討する。 

 

５ 条例第８条第１項第２号の該当性について 

条例第８条第１項第２号は，「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に

関する情報を除く。）であって，特定の個人が識別され，若しくは識別され得るも

の又は特定の個人を識別することはできないが，公開することにより，なお個人

の権利利益が害されるおそれのあるもの」に該当する情報が記録されている行政

文書を除き，実施機関は，行政文書の開示をしなければならないと規定している。

これは，行政文書の開示による当該行政文書に記載されている第三者の権利利益

の侵害を確実に回避し，個人の尊厳及び基本的人権を最大限に保護するため，個

人が特定できる情報を包括的に非開示として保護することとしたものであり，ま

た，条例第３条第１項後段は，実施機関に，個人に関する情報が十分保護される

よう最大限の配慮をすることを義務付け，その保護の徹底を図っている。 

しかし，特定の個人が識別され，又は識別され得る情報の中にも，例外的に保

護する必要がない情報として，条例第８条第１項第２号ただし書は，「イ 法令の

規定により又は慣行として公開され，又は公開することが予定されている情報」
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又は「ロ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１

項に規定する国家公務員及び地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定

する地方公務員をいう。）である場合において，当該情報がその職務の遂行に係る

情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員の職，氏名及び当該職務遂行の

内容に係る部分」が記録されている行政文書については，同号本文に該当する場

合であっても，行政文書の開示をしなければならないと規定している。 

実施機関が条例第８条第１項第２号で非開示としているのは，本件行政文書ｆ

ないしｉにおける県職員ＯＢ，法人の従業員の氏名等特定の民間人が識別され得

る情報であるが，審査会がこれらの情報を個々に検討したところ，これらはいず

れも個人に関する情報であって，特定の個人が識別され，若しくは識別され得る

もの又は特定の個人を識別することはできないが，公開することにより，なお個

人の権利利益が害されるおそれがある情報と認められ，また公表が予定されてい

る情報であるとか，公務員の職務遂行に係る情報ではないと認められることから，

条例第８条第１項第２号本文に該当し，同号ただし書に該当せず非開示とするこ

とが適当である。 

 

６ 条例第８条第１項第３号の該当性について 

条例第８条第１項第３号本文は，「法人その他の団体（国及び地方公共団体を除

く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関す

る情報であって，公開することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上

の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの」に該当する情報が記録

されている行政文書を除き，実施機関は，行政文書の開示をしなければならない

と規定している。また，同号ただし書は，「事業活動によって生じ，又は生ずるお

それのある危害から人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護するため，公開

することが必要であると認められる情報」が記録されている行政文書については，

同号本文に該当する場合であっても，行政文書の開示をしなければならないと規

定している。 

条例第８条第１項第３号本文に規定する「権利，競争上の地位その他正当な利

益が損なわれると認められるもの」とは，生産技術，営業，販売上のノウハウに

関する情報若しくは経営方針，経理，人事等の事業活動を行う上での内部管理に

属する情報であって，公開することにより，法人等若しくは事業を営む個人の事

業活動が損なわれると認められるもの又は法人等若しくは事業を営む個人の名誉，

社会的評価，社会的活動の自由等が損なわれると認められる情報をいうと解され

る。 

実施機関が条例第８条第１項第３号で非開示としているのは，本件行政文書ｆ

ないしｉにおける会社名，業界団体名等特定の法人，団体の名称が識別され得る

情報である。審査会がこれらの情報を個々に検討したところ，本県内に存する建
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設業に係る業界団体の名称については，公開すると特定の法人等の名称が識別さ

れ得るものではあるが，これは本件調査における事情聴取の中で調査対象者が一

方的に回答した情報にすぎず，当該団体を構成する個々の法人や特定個人の氏名

が明らかになるわけではなく，また，何らかの風評が立つことは否定できないと

しても，当該団体の権利，競争上の地位その他正当な利益が損なわれるほどの影

響を及ぼすとまでは言えないと認められる。この点につき，実施機関は当該業界

団体の名称を開示した場合，当該団体の社会的評価等を損なうおそれがあること

を懸念しているが，それは抽象的な危惧にすぎないものと言うべきである。 

したがって，公開することにより，当該業界団体の名称が識別されることとな

るが，そのことをもって当該団体の正当な利益が損なわれるとは認められないこ

とから，条例第８条第１項第３号に該当しない。それゆえに,当該業界団体の名称

は，公開しても本件条件で公開しないこととされている情報を開示したことには

ならず，今後の同種の調査に支障が生じると認められないことから，条例第８条

第１項第７号に該当せず，同項第３号に該当しないことと併せて考えると,開示す

ることが適当である。 

なお，開示することが適当な当該業界団体の名称が記録されている箇所は，別

表２のとおりである。 

 

７ 条例第８条第１項第１号の該当性について 

条例第８条第１項第１号は，法令（法律，政令，省令その他の命令及び条例を

いう。以下同じ。）の規定により公開することができないとされている情報が記録

されている行政文書を除き，実施機関は，行政文書の開示をしなければならない

と規定している。これは，法令の規定により明らかに公開することができないと

定められている情報並びに法令の趣旨及び目的から公開できないと認められる情

報は，非開示とすることとしたものである。 

 

本件処分において，実施機関は，本件行政文書ｂの刑事確定訴訟記録写しを条

例第８条第１項第１号に該当するものとして非開示としている。 

刑事確定訴訟記録については，刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第53条の２

の規定によって，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第

42号）を適用しないこととされ，及び刑事確定訴訟記録法において，その保管，

保存及び閲覧に関し必要な事項が定められている。同法は,保管記録の閲覧等を保

管検察官の処分にかからしめ,当該処分に不服のある者は,対応裁判所に処分の取

消,変更を請求することができると定めるなど（第４条，第８条），開示・非開示

の要件，開示手続等が自己完結的に定められている。また，先に刑事確定訴訟記

録の閲覧等を許可された宮城県が保有する当該訴訟記録写しについて，本件開示

請求により実施機関の判断で開示することが許されるとすると，刑事確定訴訟記
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録法の当該訴訟記録の閲覧等の手続規定が潜脱されることになる。 

 

このような検討結果を踏まえて考えると，実施機関は，本件開示請求に係る行

政文書として本件行政文書ｂを特定した上で，条例第８条第１項第１号に該当す

るものとして非開示と判断しているが，本件行政文書ｂは，刑事確定訴訟記録法

に定める独自の手続において閲覧等の可否が判断されるべきものであり，条例第

18条第４項の規定により，条例第２章に定める開示請求の規定が適用されない行

政文書として，条例の開示請求手続の対象とはならないものとするのが適当であ

る。 

 

８ 結 論 

以上のとおり，実施機関が非開示とした別表１記載の情報について条例第８条

第１項第７号を理由に非開示としたこと及び別表２記載の情報について同号及び

同項第３号を理由に非開示としたことは妥当ではない。また，実施機関が刑事確

定訴訟記録の写しを条例第２章に定める開示請求の規定が適用される行政文書と

して条例の開示請求手続の対象としたことは妥当ではない。 

 

第６ 審査の経過 

当審査会の処理経過は，別紙３のとおりである。 
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別表１ 

№ 本件行政文書 全体番号等 開示することが適当な非開示情報 摘  要 

１ ｆ ３６ 問11(1)の回答中「不明（○○は」の○○の部分  

２ ｆ ６１ 問11(3)の回答中２行目の第１文字から第８文字までの部分  

３ ｆ ７８ 問９(5)の回答中「実際は○○社。」の○○の部分  

４ ｆ １２６ 問９(3)に関する回答中「○○の測量関係」の○○の部分  

５ ｆ １４６ 問１(1)に関する回答中「当初予算審議時」の下の非開示情報  

６ ｆ １６０ 問１の回答欄で非開示とされた情報のうち「Ｈ１２市町村○○担当課

長会議」の○○の部分 

 

７ ｆ １７２ 問２(5)の回答欄で非開示とされた情報のうち「②○○は年内発注は」

の○○の部分 

 

８ ｆ １９４ 問６(4)に関する回答中「○○課長」の○○の部分  

９ ｆ ２１３ 問８(2)に関する回答中「○○の会社」の○○の部分  

10 ｆ ２２０ 問１の回答欄で非開示とされた「調査委託○○件だけ」の○○の部分  

11 ｆ ２４３ 様式で回答票の枠下の「○○課では」「場合の○○の在り方」の○○

の部分 

 

12 ｆ ２４８ 問１の質問項目の下に記載された「在任○○であり」の○○の部分  

13 ｆ ２６３ 様式で問１ないし問４を囲んだ面の枠内に記載されている部分  

14 ｆ ２６５ 問６(4)に関する回答中「○○課長」の○○の部分  

15 ｈ １０（７０） 問３(4)に関する回答中「８年度に○○になったとき」の○○の部分  

16 ｈ １２（７５） 問４(8)に関する回答中「から○○への異動」の○○の部分  

17 ｈ ２２（３３） 問６に関する回答中「主に○○を担当し」の○○の部分  

18 ｉ ３（１７２） 問１に関する回答中４行目から５行目にかけての「とか○○に関し

て」の○○の部分 

 

19 ｉ ６（８） 問１に関する回答中２行目の「で○○の建設業者が」の○○の部分  

注１ 「開示することが適当な非開示情報」欄中，「○○」は，本件非開示情報の部分である。 

２ 本件行政文書ｇで非開示とされた情報のうち，本表の全体番号に対応する同一の情報については，本表における「開示す

ることが適当な非開示情報」とみなす。 

３ 本件行政文書ｈ及びｉについては，括弧のない数字はｈ及びｉにおけるそれぞれの通し番号であり，括弧付き数字が全体

番号（再掲）である。 
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別表２ 

№ 本件行政文書 全体番号等 開示することが適当な非開示情報 摘  要 

１ ｆ １１ 問５の回答欄で非開示とされた「県議から○○未加入者の」の○○の

部分 

 

２ ｆ ２２ 問７－１の質問項目の下に記載された回答中「○○等の団体」の○○

の部分 

 

３ ｆ ９７ 問11(2)に関する回答中「特に○○とは」の○○の部分  

４ ｆ １０９ 問11(3)の回答欄で非開示とされた「働きかけ，○○から」の○○の

部分 

 

５ ｆ １１３ 問９の質問項目の下に「（参考）」として記載された回答中「○○が定

例的に」の○○の部分 

 

６ ｆ １２５ 問11(1)に関する回答中２行目の「国が○○を設立させ」の○○の部

分及び問11(3)に関する回答中１行目の「各ブロックの○○には」の

○○の部分 

 

７ ｆ １４０ 問２の質問項目の下に記載された回答中「陳情有り（○○）」の○○

の部分及び問９(3)において具体的な名前として記載された名称の部

分 

 

８ ｆ ２３５ 問４(3)の回答欄で非開示とされた「○○から本庁に対する」の○○

の部分 

 

９ ｆ ２６４ 問11(2)及び(3)の回答欄で非開示とされた「○○の活動のあり方」の

○○の部分 

 

10 ｈ １５（６３） 問３(9)に関する回答中１行目の「当時の○○の考え方」の○○の部

分 

 

11 ｈ ２１（４２） 問３(9)に関する回答中１行目の「では○○の支部長」の○○の部分  

12 ｈ ２４ 問３(9)に関する回答中１行目から２行目にかけての「○○の活動の

一環として」の○○の部分 

 

13 ｉ ７（１０９） 問３に関する回答中「○○とは労働安全」及び「○○会員の優先は」

の○○の部分 

 

注１ 「開示することが適当な非開示情報」欄中，「○○」は，本件非開示情報の部分である。 

２ 本件行政文書ｇで非開示とされた情報のうち，本表の全体番号に対応する同一の情報については，本表における「開示す

ることが適当な非開示情報」とみなす。 

３ 本件行政文書ｈ及びｉについては，括弧のない数字はｈ及びｉにおけるそれぞれの通し番号であり，括弧付き数字が全体

番号（再掲）である。 
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別紙３ 審査会の処理経過 

 

年  月  日 処 理 内 容 

１３． ９．２６ 〇 諮問を受けた。（諮問第１０２号） 

１４． ８．２２ 
（第１６９回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１４． ９．１１ 
（第１７０回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

１４． ９．２６ 
（第１７１回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

１４．１１．１１ 
（第１７２回審査会） 

〇 実施機関から非開示理由等を聴取した。 

１４．１２．１６ 
（第１７４回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１５． １．３０ 
（第１７６回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１５． ３． ３ 
（第１７７回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１５． ３．２０ 
（第１７８回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１５． ６． ３ 
（第１８０回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１５． ６．２４ 
（第１８１回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１５． ７．１５ 
（第１８２回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１５． ７．２８ 
（第１８３回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１５． ８． ４ 
（第１８４回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１５． ９．２２ 
（第１８５回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１５．１０． ７ 
（第１８６回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

１５．１０．２８ 
（第１８７回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

 



 
 

宮城県情報公開審査会委員名簿（五十音順） 
 
氏   名 現      職 備    考 
犬飼 健郎 弁護士 会長 
遠藤香枝子 主婦  
岡本  勝 東北大学大学院法学研究科教授 会長職務代理者 
木下 淑惠 東北学院大学法学部助教授  
佐々木健次 弁護士  

（平成１５年１０月２８日現在） 


